
≪通常規模型通所介護事業所 利用料金表≫ 

（１）厚生労働大臣の定める基準によるもの（単位数） 

所要 

時間 
要介護度 

基本 

単位 

加 算 
合 計 

（単位数） 
ご利用者さま負担額（円）  

機能

訓練

Ⅰ・Ⅱ 

サービ

ス提供

体制強

化加算

(Ⅰ)イ 

 1割負担 2割負担 

３時間 

以上 

４時間 

未満 

要介護１ ３６２ 

102 

(46+ 

56) 

 

18 

４８２ ４８９円 ９７８円 

要介護２ ４１５ ５３５ ５４３円 １，０８５円 

要介護３ ４７０ ５９０ ５９９円 １，１９７円 

要介護４ ５２２ ６４２ ６５１円 １，３０２円 

要介護５ ５７６ ６９６ ７０６円 １，４１２円 

 

利用料金は上表の単位数に１単位あたりの単価１０.１４円を乗じて算定し、ご利用者さま 

負担はその１割、または２割の額となります。 

 

計算例：□保険負担額が１割、要介護１の方が利用され機能訓練をしていただいた場合。 

      合計単位数：３６２＋１０２+１８＝４８２単位 

      ４８２単位×１０.１４円＝４，８８７円（端数切り捨て） 

      介護保険給付額：４，８８７円×９割＝４，３９８円（端数切り捨て） 

      ご利用者さま負担金 ：４，８８７円－４，３９８円＝４８９円 

 

□保険負担額が２割、要介護１の方が利用され機能訓練をしていただいた場合。 

      合計単位数：３６２＋１０２+１８＝４８２単位 

      ４８２単位×１０.１４円＝４，８８７円（端数切り捨て） 

       介護保険給付額：４，８８７円×８割＝３，９０９円（端数切り捨て）           

ご利用者さま負担金 ：４，８８７円－３，９０９円＝９７８円 

※ 1単位あたりの単価（福岡市：10.45円、北九州市、飯塚市：10.14円） 

 

（２）加算額 

 個別機能訓練加算（Ⅰ・Ⅱ） 

加算区分 加算（単位） 加算額（円） 
ご利用者さま負担額（円） 

１割 ２割 

個別機能訓練加算

（Ⅰ） 
４６単位 ４６６円 ４７円 ９４円 

個別機能訓練加算

（Ⅱ） 
５６単位 ５６７円 ５７円 １１４円 



 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

 介護職員処遇改善加算とは、平成２４年度介護保険制度改正において、介護職員の人材

確保・処遇改善安定により、介護保険サービス提供の質の向上を図る目的で創設された介

護報酬の加算であり、合計単位数にサービス別加算率（通所介護・予防／5.9％）を乗じ

た単位数の１割、または２割をご負担いただきます。 

 

所要時間 要介護度 基本単位 

加 算 合 計 

（単位数） 

ご利用者さま負担額

（円） 

個別機能

訓練 

Ⅰ、Ⅱ 

サービ

ス提供

体制強

化加算

（Ⅰ）イ 

 
１割負担 

（円） 

２割負担 

（円） 

３時間 

以上 

４時間 

未満 

要介護１ ３６２ 

１０２ 

(４６+５６) 

 

１８ 

 

 

 

４８２ ２９円 ５７円 

要介護２ ４１５ ５３５ ３３円 ６５円 

要介護３ ４７０ ５９０ ３６円 ７１円 

要介護４ ５２２ ６４２ ３９円 ７７円 

要介護５ ５７６ ６９６ ４２円 ８３円 

 

計算例：□保険負担額が 1割 要介護１の方が利用し、機能訓練をしていただいた場合。 

合計単位数：４８２単位×０．０５９＝２８単位（小数点以下四捨五入） 

     （４８２単位＋２８単位）×１０.１４円＝５，１７１円（端数切り捨て） 

介護保険給付額：５，１７１円×９割＝４，６５３円（端数切り捨て） 

ご利用者さま負担金 ：５，１７１円－４，６５３円＝５１８円 

 

□保険負担額が２割 要介護１の方が利用し、機能訓練をしていただいた場合。 

合計単位数：４８２単位×０．０５９＝２８単位（小数点以下四捨五入） 

    （４８２単位＋２８単位）×１０.１４円＝５，１７１円（端数切り捨て） 

介護保険給付額：５，１７１円×８割＝４，１３６円（端数切り捨て） 

ご利用者さま負担金 ：５，１７１円－４，１３６円＝１，０３５円 

 

※計算例は 1 日あたりの目安額であり、要介護度や利用日数により端数処理が生じるため、

若干金額が相違します。 

 

 

 

 



≪北九州市予防給付型通所サービス料金表≫ 

（１）北九州市予防給付型通所サービス料金表 

 介護予防通所介護費   

（単位／月） 

ご利用者さま負担額 

1割 ２割 

要支援１ １，６４７単位 １，６７０円 ３，３４０円 

要支援２ ３，３７７単位 ３，４２５円 ６，８４９円 

 

（２）加算額   

加算区分 
加算 

（単位／月） 
加算額（円） 

ご利用者さま負担額

（円） 

１割 ２割 

運動器機能向上 

加算 
２２５単位 ２，２８１円 ２２９円 ４５７円 

サービス提供体制

強化加算（Ⅰ）イ 

要支援１ ７２単位 ７３０円 ７３円 １４６円 

要支援２ １４４単位 １，４６０円 １４６円 ２９２円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

介護職員処遇改善加算とは、平成２４年度介護保険制度改正において、介護職員の人材

確保・処遇改善安定により、介護保険サービス提供の質の向上を図る目的で創設された介

護報酬の加算であり、合計 

単位数にサービス別加算率（通所介護・予防／5.9％）を乗じた単位数の１割、または２

割をご負担いただきます。 

 介護予防通所介護費   

（単位／月） 

ご利用者さま負担額 

1割 ２割 

要支援１ １，６４７単位 ９９円   １９７円 

要支援２ ３，３７７単位 ２０２円 ４０４円 

 

 

計算例：□負担額が１割で要支援２の方が、運動器機能向上訓練をしていただいた場合。 

合計単位数：３，３７７単位＋２２５単位+１４４単位＝３，７４６単位 

           ３，７４６単位×０.０５９＝２２１単位（小数点以下四捨五入） 

（３，７４６単位＋２２１単位）×１０.１４円＝４０，２２５円（端数切り捨て） 

介護保険給付額：４０，２２５円×９割＝３６，２０２円（端数切り捨て） 

ご利用者さま負担金 ：４０，２２５円－３６，２０２円＝４，０２３円 

□負担額が２割で要支援２の方が、運動器機能向上訓練をしていただいた場合。 

合計単位数：３，３７７単位＋２２５単位+１４４単位＝３，７４６単位 

          ３，７４６単位×０.０５９＝２２１単位（小数点以下四捨五入） 

（３，７４６単位＋２２１単位）×１０.１４円＝４０，２２５円（端数切り捨て） 

介護保険給付額：４０，２２５円×８割＝３２，１８０円（端数切り捨て） 

ご利用者さま負担金 ：４０，２２５円－３２，１８０円＝８，０４５円 

 

（３）その他の費用 

項    目 区    分 料    金 

滞在時間延長費 ３０分毎に １，５００円 

お む つ 

パット ４０円 

紙オムツ（テープ式） １枚につき  １３０円 

紙パンツ １枚につき  １５０円 

教養娯楽等に要する費用で 

ご本人様負担となるもの 
要した費用の実費 

暫定ケアプランの結果が、 

非該当で出た場合の利用料

について 

１回の利用料（介護料）を５，０００円とさせて 

いただきます。 

 


